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検討する建築物に応じ２つの作業部会と、検討事項に合わせた３つのWGを設置した。

［一般建築］作業部会 ［戸建住宅等］作業部会

BIM図面審査に係るガイドライン検討WG

総会

理事会

検討委員会

BIM図面審査
検討WG

BIMデータ審査
検討WG

※：協議会の事務を処理するため、事務局を日本建築行政会議指定機関委員会に置く
※：作業部会には、必要に応じてBIMソフトウエアベンダー等が参加する

（１）検討体制
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◆検討内容
１．｢BIM図面審査｣における手続・審査方法の整理、環境整備

１）「BIM図面審査」に係るガイドライン・申請審査者用マニュアル（申請手続き･
審査方法等）の検討

２）入出力基準、申告書※の検討
３）参考テンプレートを用いて作成された確認申請図の確認

２．｢BIMデータ審査｣の基礎的要件の検討、課題整理
１）「BIMデータ審査」の定義に向けた検討
２）「BIMデータ審査」に必要となる詳細な事項案のリスト
３）「BIMデータ審査」に対応した確認申請用CDEの仕様の検討

３．BIMモデルを活用した小規模建築物適用の検討、課題整理

４．BIM講習会支援を通じ、協議会成果の普及を推進

（２）検討結果概要

※「設計者チェックリスト」を名称変更

4



5

2025年度中のBIM図面審査の開始に向けた成果（案）

2025年度中のBIM図面審査の開始に向けた成果（案）

※「設計者チェックリスト」を名称変更

※



「建築確認におけるBIM図面審査ガイドライン」

0.目次
1.はじめに
・ガイドラインの背景や目的、用語の定義、適用範囲

2.BIM図面審査の概要
・BIM図面審査の定義として、提出物や審査の手順等の概要
（詳細な記載は別の章）
・BIM図面審査のポイントである、整合性確認の省略について

3.入出力基準、申告書※および確認請図書表現標準
・BIM図面審査の主要なツールに関する概要

4.審査環境
・BIM図面審査に求められる審査環境

5.申請および審査の手順
・具体的な申請・審査のステップごとの手順

6.留意事項
・BIM図面審査におけるポイント

１．｢BIM図面審査｣における手続・審査方法の整理、環境整備

１）「BIM図面審査」に係るガイドライン・申請審査者用マニュアル（申請手続き･審査方法等）の検討

R５年度までの検討成果をもとに素案を作成、意見照会を経てガイドライン（案）のとりまとめを

行った。

6※「設計者チェックリスト」を名称変更
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１．｢BIM図面審査｣における手続・審査方法の整理、環境整備

１）「BIM図面審査」に係るガイドライン・申請審査者用マニュアル（申請手続き･審査方法等）の検討

ガイドラインの補足・解説を目的とした申請審査者用マニュアル（素案）のとりまとめを行った。

0.目次
はじめに
Ⅰ.マニュアルの位置づけ等
Ⅱ.BIM図面審査の概要
Ⅲ.申請者側の準備
Ⅳ.審査者側の準備
Ⅴ.申請の手順
Ⅵ.審査の手順

・申請や審査の手順に沿って参照可能な構成に組
み換えを行っている
・ガイドライン6.留意事項については、該当部位
に組み込み、参照しやすくした
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１．｢BIM図面審査｣における手続・審査方法の整理、環境整備

１）「BIM図面審査」に係るガイドライン・申請審査者用マニュアル（申請手続き･審査方法等）の検討

ガイドラインの補足・解説を目的とした申請審査者用マニュアル（素案）のとりまとめを行った。

申請の手順の解説（申請図書の作成について）

ガイドライン
本文

解 説

図 解

〇マニュアルの基本的な構成

・ガイドライン本文の引用、その解説、必要に応じ図解
を付記することで、ガイドラインとの関係をわかりや
すくした
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１．｢BIM図面審査｣における手続・審査方法の整理、環境整備

２）入出力基準、申告書※の検討

BIM図面審査で用いる、BIMデータの作成に関する基準を示した入出力基準、申告書※の検討を行っ
た。

＜入出力基準の構成＞

3－1 意匠

3－2 構造

3－3 機械設備

3－4 電気設備

※「設計者チェックリスト」を名称変更
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１．｢BIM図面審査｣における手続・審査方法の整理、環境整備

２）入出力基準、申告書※の検討

BIM図面審査を申請する場合に、入出力基準に従い図書の作成等を行ったことを申告する様式に

ついて検討した。
＜申告書※の構成＞

第一面 表紙

第二面 意匠

第三面 構造

第四面 機械設備

第五面 電気設備

第一面 申告欄（鑑）の様式案 第二面（意匠）の様式案

※「設計者チェックリスト」を名称変更

※「設計者チェックリスト」を名称変更
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１．｢BIM図面審査｣における手続・審査方法の整理、環境整備

３）参考テンプレートを用いて作成された確認申請図の確認

確認申請図書作成や審査の効率化・合理化のため、申請者・審査者に標準的な確認申請図書の

表現を検討した。

。
＜構成＞

１ はじめに

２ 意匠関係

２-１ 凡例

２-２ 特記事項

２-３ 確認申請図面で推奨する図表現（検討中）

３ 構造関係（検討中）

３-１ 確認申請図面で推奨する図表現

４ 設備関係（検討中）

４-１ 凡例

４-２ 確認申請図面で推奨する図表現

意匠関係 防火設備凡例（抜粋）
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１．｢BIM図面審査｣における手続・審査方法の整理、環境整備

３）参考テンプレートを用いて作成された確認申請図の確認

参考テンプレートを用いて作成されたサンプルモデルを用いて審査を試行し、その効果に

ついてとりまとめた。

Revit

Archicad

■サンプルモデル（意匠抜粋）
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２．｢BIMデータ審査｣の基礎的要件の検討、課題整理

１）「BIMデータ審査」の定義に向けた検討

R５年度までの検討成果をもとに検討し、定義のとりまとめを行った。

BIMモデルに含まれる形状情報や属性情報を取り出して見ることや

審査補助機能を活用する申請・審査をいい、確認申請図書にBIM

モデルから出力されたIFCデータ等を加えて、確認申請用CDEに

提出し、申請・審査を行うものである。

BIMデータ審査は、建築計画の法適合の確認を効率化し、法令遵守

の確実性を高め、建築確認申請・審査の生産性の向上を図る。

BIMデータ審査とは

BIMデータ審査の目的

「BIMデータ審査用モデル」の構成
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２．｢BIMデータ審査｣の基礎的要件の検討、課題整理

１）「BIMデータ審査」の定義に向けた検討

BIMデータ審査は、審査手法に応じて２つに分類、段階的に実装する。

・ビュー審査
BIMモデルから各規定の適合の判断に必要となる要素を

取り出し、表示された情報により、申請・審査を行う

もの。

・デジタル審査
ビュー審査で表示された情報をもとに、各種数値計算や

面積算定等を行う審査事項に対し、審査補助機能を用い

て機械的に算出された結果を活用して申請・審査を行う

もの。

容積率審査ビューイメージ※令和5年度報告書より

IFCモデルの属性情報から審査
に必要な情報を抽出・表現

IFCモデルの形状情報から審査
に必要な情報を抽出・表現

IFCモデルの属性情報を抽出、審査
補助機能により算出した結果を示す

BIMデータ審査の構成
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主に小規模建築物の設計時に用いられるソフトウェアベンダーに対し、ヒアリングを実施した。

○ヒアリング先

・ハウスメーカー等が使用するソフトウエア

・中小規模でも利用される3次元CADソフトウエア

○内容

・ソフトウエアの概要、操作手順のデモ

・ソフトウエアの整合性担保の仕組み、ファイル出力の状況について

○結果

いずれのソフトウエアも、BIM図面審査が求めている「BIMの機能」は具備していると考えられ、

当該ソフトウエアにより作成された根拠として、IFCの出力が実施されれば、BIMオーサリングソフトと

同様にBIM図面審査に対応できる感触を得た。

○今後の検討の可能性

具体のIFC出力の検証、木造等の小規模建築物の入出力基準（案）の作成などを経て、

BIM図面審査開始時、あるいは、さほど遅れない時期に対応できるとよいと考える。

３．BIMモデルを活用した小規模建築物適用の検討、課題整理
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日本建築行政会議が実施する審査者向けBIM操作講習会を支援した。

４．BIM講習会支援を通じ、協議会成果の普及を推進

講習会案内パンフレット

【開催概要】

◆開催場所

札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡 計10回

◆実施期間

2024年9月～2025年3月

◆使用ソフト

Revit,Archicadのいずれか

◆対象

日本建築行政会議 正会員

（451特定行政庁、144指定確認検査機関）

◆内容

・電子申請・BIM図面審査等の最新動向

・簡易的なモデルを通じてBIMモデルの概要を理解する

・確認申請用サンプルモデルを用いた審査項目の確認（意匠）

・設備モデル、構造モデルの連携概要

・テンプレートの仕組み



令和７年度は令和６年度の活動を継続する予定である。

１．建築BIM推進会議 建築BIM環境整備部会 審査TFの取り組み事項に係る検討

２．１．の他、国土交通省建築BIM推進会議及び各部会との連携した取組み、

BIM活用に係る課題検討等

３．「BIM図面審査」実施に係るBIM講習会支援を通じ、協議会成果の普及を推進
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（３）令和７年度 活動案について


